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論文内容の要旨

本論文の目的は、従業員が仕事において助けを求める行動 (i.e,援助要請）に対して、

職場の関係性がいかなる影評を及ぼすかについて検討することである。本論文は、こ

れまでの組織行動論で見落とされてきた行動を取り上げ、この行動に影評する変数の

影評を検討する点で、学術的意義を持つ。また実務的意義に関しても、従業員が仕事

上の問題について助けを求めることは、その本人の良好な心理状態や、問題解決を通

じた学習や成長に結びつくこと、さらに職場における問題解決が促されることが期待

された。

そこで、本論文は以下の手続きで研究に取り組んだ。まず、第 2章で、本論文が扱

う援助要請の概念を整理した。そこでは、他の学問領域における援助要請の定義や、

援助要詰に類似する概念である情報探索と、経営組織の文脈で生じる援助要請との違

いについて言及された。

続く第 3章では、援助要請に関連する変数について検討した先行研究をレピューし

た。この取り組みを通じて、本論文の取り組むべき課題を浮かび上がらせた。その結

果、従業員の援助要請に影響する要因に関して、とりわけ職場の関係性を表す要因の

影響に関して、十分に検討されていないことが浮かび上がった。職場の関係性として

は、具体的には、互いに依存し合うことを奨励し合う規範を表す集団主義的規範と、

仕事において互いに協力し合う必要性の程度を表す仕事の相互依存性が挙げられた。

上記の取り組みを踏まえ、本論文は第 4章にて、 3つの調査研究を実施した。 1つ目

の調査研究である、大手百貨店社員に対する定最的研究からは、集団主義的規範が援

助要請に影響を及ぼしていたことと、その影響が同僚の忙しさによって調整されるこ

とが明らかとなった。他方、仕事の相互依存性に関しては、援助要請に対して有意な

影響を及ぼさないことがわかった。仕事の相互依存性が援助要請に影響しなかった理

由については、①仕事の相互依存性と援助要請の間に関連が見られないことは、接客

業のような特定の仕事文脈に限定されるのであり、他の仕事文脈では両者の間に有意

な関連が見られ得るという説明と、②仕事の相互依存性が、援助要請「するか、しな

いか」の意思決定に対してというよりは、 「どのように」援助要請するかという、援

助要請スタイルに影孵し得るという説明の、 2つが示唆された。そこで、それぞれの説

明可能性について検討するため、追加的調査実施された。前者に関して検討するため



に実施された、公的施設の迎常組織に対する調査研究からは、この調査で対象とした

仕事文脈においても、仕事の相互依存性が援助要詰に影評を及ぼしていないことが確

認された。これを受けて、本論文はインターネット調査会社を通じたウェプ調査を実

施した。その結果、仕事の相互依存性が自律的援助要請と依存的援助要詰のそれぞれ

のスタイルに対して影評を及ぼすことを確認した。これら以外に、従業員の援助要請

に対して年齢および性別が影孵していることが確認された。

以上の発見にもとづき、第 1に、相互に依存することを奨励する規範によって特徴

づけられる職場の関係性は、従業員の援助要請を促す。ただし、職場が忙しくなった

場合には、そのような関係性は必ずしも従業員の援助要請を十分に促さない恐れがあ

る。第 2に、職場が、仕事遂行のために互いに協力する必要性が高い関係にあるから

といって、従業員は援助要請するわけではない。他方で、そのような関係性は、 「ど

のように」援助要請するかという、援助要詰の方法に注意を向けさせる働きを持つ。

という 2点の結論を消き出した。

論文審査の結果の要旨

本論文の目的ならびに結論は上記の通りであるが、本研究の意義としては次の点に

あると言える。 1つは、援助要請行動という主に学習心理学や仕事の文脈でもカウン

セリング分野で議論されてきた行動について、経営組織論ならびに組織行動論におい

て謡論を展開した点である。著者は、丁寧に両分野の研究をレピューしその知見を引

き出すとともに、数少ない経営文脈での援助要請行動の研究を手掛かりに、職場にお

ける援助要請行動の動機をその（心理面も含む）コストとペネフィットから捉え直し

ている。組織行動論における援助要請行動の研究は、まだ研究が端緒についたところ

であり、これから研究蓄棟がなされる分野であるが、今後の援助要請行動の研究にお

いて一つの参照点となる議論になると思われる。次に、仕事における援助要請行動の

要因として職場の要因を取り上げ、その影響を明らかにした点である。すでに述べた

ように、援助要請行動は学習心理学ならびにカウンセリングにおいて研究が進められ

たこともあり、援助者と援助要請者の関係が明確に区別されるのが前提であった。仕

事の文脈では援助者と援助要請者は当然ながらケースバイケースで変わってくる。こ

れを踏まえ、著者は援助要請を促す要因として職場の関係性に着目し、集団的規範が

援助要詰行動を促すこと、そしてそれが同僚の忙しさの認知によって調整されること

を実証研究から明らかにした。また、これらの関係は仕事のありようによって左右さ

れることもあわせて明らかにした。これら援助要請行動を促す職場の要因を明らかに

したことが本論文の 2つ目の意義である。

審査では、援助要語をもたらすロジックとしてコストとベネフィットという観点か

ら論じられた点について、やや単純化しすぎている点について指摘があった。また仕

事における援助要請ならびにそれを促す要因についてももっと幅広く考える必要が

あるのではないかという指摘があった。しかしながらいずれの指摘も本論文の意義や

本質的な価値を減ずるものではなく、十分に博士論文の水準に到逹していると判断さ

れた。

以上の理由から、審査委員は、本論文の著者が、博士（経営学）の学位を授与されるに

十分な資質を持つものと判断する。
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